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第105回　定時株主総会

継続会開催のご案内

証券コード　9632

開催日時
2019年５月３０日(木曜日)午前10時
（開場は９時10分を予定しております。）

開催場所
有楽町スバル座
東京都千代田区有楽町一丁目10番１号
有楽町ビル２階

本年より、株主総会にご出席の株主様へお配り
しておりました「お土産」はとりやめとさせて
いただいております。何卒ご理解を賜りますよ
うお願い申しあげます。
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(証券コード　9632)
2 0 1 9 年 ５ 月 1 5 日

株　主　各　位
東京都千代田区有楽町一丁目10番１号
ス バ ル 興 業 株 式 会 社
取締役社長 永 田 泉 治

第105回定時株主総会継続会開催のご案内
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第105回定時株主総会継続会（以下「本継続会」といいます。）を下記のとおり開催
いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　また、ご出席の際は、お手数ながら同封の「第105回定時株主総会継続会出席票」を会場受付に
ご提出くださいますようお願い申しあげます。
　なお、本継続会は、2019年４月25日開催の第105回定時株主総会の一部となりますので、本継
続会にご出席いただける株主様は、第105回定時株主総会において議決権を行使できる株主様と同
一となります。

敬　具
記

1. 日 時 2019年５月30日（木曜日）午前10時
（開場は午前９時10分を予定しております｡）

2. 場 所 東京都千代田区有楽町一丁目10番１号
有楽町ビル２階　有楽町スバル座　(末尾の会場ご案内図をご参照ください｡）

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1．第105期（2018年２月１日から2019年１月31日まで）事業報告、連結計算

書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第105期（2018年２月１日から2019年１月31日まで）計算書類報告の件

以　上
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◎　事業報告、連結計算書類、計算書類の記載事項に修正が生じた場合は、インターネット上の
当社ウェブサイト(https://subaru-kougyou.jp/)に掲載させていただきます。

◎　当社は、法令および当社定款第16条に基づき、本継続会開催のご案内に際して提供すべき書類
のうち、次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト(https://subaru-kougyou.jp/)
に掲載しておりますので、本継続会開催のご案内の添付書類には記載しておりません。

①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要」
②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
③　計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

なお、上記①～③は監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算
書類および計算書類の一部であり、また、②ならびに③は、会計監査人が監査報告を作成する
に際して監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。

◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の「第105回定時株主総会継続会出席票」を会場受付に
ご提出くださいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、本継続会開催のご案内
をお持ちくださいますようお願い申しあげます。

◎　開会間際は受付が混雑いたしますので、お早めにご来場ください。
(開場は午前９時10分を予定しております｡）
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第105期（2019年１月期）決算の訂正に関するご報告

当社は、2019年３月14日に「2019年１月期決算短信」の公表を行いましたが、公表後に、当
社連結子会社の元代表取締役により売掛金が着服されていた疑いが生じたため、当社会計監査人よ
り、2019年１月期の個別計算書類および連結計算書類等に修正が生じる可能性があることから、
会社法監査を完了できないとの見解が示されました。

当社は、この事態を真摯に受け止め、当社と利害関係を有しない外部の専門家である弁護士
および公認会計士から構成される特別調査委員会を設置し、当該事案について、事実関係およ
び発生原因の究明等の調査を行いました結果、当該代表取締役による売掛金の着服に加え、下
請事業者からのキックバックの受領、当該子会社名義による不正借入等が判明いたしました。

当社は、当該調査結果を踏まえ、2019年４月11日に「2019年１月期決算短信の一部訂正
について」を公表いたしましたので、ご報告申しあげます。

また、2019年４月17日に会社法監査に係る監査報告を当社会計監査人より受領し、2019
年１月期の決算関連手続きが完了いたしましたので、2019年４月25日開催の第105回定時株
主総会において、株主様にご承認いただきましたとおり、2019年１月期連結会計年度に係る
事業報告の内容、連結計算書類の内容、会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結
果ならびに計算書類の内容のご報告を目的とする本定時株主総会継続会の開催をご案内させて
いただく次第であります。

当社の株主様をはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを改
めて深くお詫び申しあげます。

以上
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(添付書類)
事 業 報 告

(2018年 2 月 1 日から)2019年 1 月31日まで
Ⅰ.　 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなか、各種政策の
効果もあり、個人消費の持ち直しや設備投資が増加する等、緩やかに景気回復が続きました。
しかしながら、通商問題の動向や海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響等により、
先行きは依然として不透明な状況で推移しました。

このような情勢のもと、当社グループは、３か年計画≪中期経営戦略2016－2019 
TRY！2019≫の最終年度にあたり、売上高220億円、営業利益20億円の目標に向け、
各事業において業績の向上に努めました結果、当連結会計年度における売上高は251億
６千４百万円（前期比7.8％増）、営業利益は30億６千２百万円（前期比2.8％減）、経常
利益は28億８千３百万円（前期比9.5％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は18億２
千万円（前期比13.1％減）となり、当初掲げた目標値を大幅に上回ることができました。

また、2019年４月11日にお知らせしましたとおり、当社連結子会社の元代表取締役に
より売掛金の着服等が行われていた事実が判明いたしました。

当社の株主様をはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと
を改めて深くお詫び申しあげます。

なお、事業報告の記載にあたりましては、上記不正行為に関する特別調査委員会の調査
結果を踏まえ訂正を行った決算を反映した数値によっております。

以下、セグメント別の概況をご報告申しあげます。
【道路関連事業】

道路関連事業は、道路、橋梁等の維持・補修分野における公共投資は底堅く推移した
ものの、慢性的な建設技能者不足や企業間における熾烈な受注競争等もあり、依然として
予断を許さない状況が続きました。

このような状況のなか、営業部門においては、積算精度を高めることにより公共工事の
受注拡大を図り、積極的な営業活動により民間受注の増加にも努めました。現業部門に
おいては、安全管理に重点を置き、リスクマネジメントの強化を図り、確実な施工に努め
ました。また、グループ企業間の情報共有を徹底し、施工、設計協力や社員教育による
技術力の強化を図るとともに、業務の効率化とコスト削減による収益力の向上に努めました。

以上の結果、道路関連事業の売上高は217億７千９百万円（前期比8.3％増）、セグメント
利益は32億７千５百万円（前期比2.0％増）となりました。
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【レジャー事業】
『有楽町スバル座』における映画興行は、期中に邦画18作品、洋画３作品の計21作品を

上映し、「教誨師」をはじめ「ミッドナイト・バス」「輪違屋糸里 京女たちの幕末」等の
話題作の上映もありましたが、全体的には低調に推移し、売上高は前期を下回りました。

飲食事業は、人手不足や相次ぐ自然災害の影響等による原材料価格の上昇、コンビニエンス
ストア等との業種を超えた競争の激化もあり、依然として厳しい事業環境が続きました。

このような状況のなか、飲食店舗においては、衛生管理の徹底と接客サービスの向上を
図り、また、物品販売においては、顧客ニーズにあった商品提案を行い、業務用食材や
炭酸飲料水等の販売拡大に向け、積極的な営業活動に努めましたところ、売上高は前期を
上回りました。

なお、期中４月に南イタリア・シチリア料理『エトナマーレ』（神奈川県横浜市）を開店
しましたが、11月に『ドトールコーヒーショップ　イーサイト上尾店』（埼玉県上尾市）を、
１月に『ドトールコーヒーショップ　神田駿河台店』（東京都千代田区）を閉店しました
ため、当連結会計年度末現在の飲食店舗数は９店舗となりました。

マリーナ事業は、ヨットレース「スバルザカップ」や「マリンフェスティバル」等の各種
イベントの開催により、利用者サービスの向上に努めましたところ、『東京夢の島マリーナ』
『浦安マリーナ』において、年間契約の船舶係留数が高水準に推移しました。また、船舶
給油所の利用者数の増加や、「イーノの森」におけるバーベキューステーションも好調に
稼働したこともあり、売上高は前期を上回りました。

以上の結果、レジャー事業全体の売上高は27億５千５百万円（前期比5.4％増）となり
ましたが、期中に新規飲食店開店に伴う費用を計上したこともあり、セグメント利益は
1億４千１百万円（前期比25.2％減）となりました。

【不動産事業】
不動産事業は、『吉祥寺スバルビル』をはじめとした各賃貸物件は堅調に稼働し、売上高

は６億２千９百万円（前期比1.5％増）となりましたが、『盛岡パーキング』において大規
模塗装工事を実施した影響もあり、セグメント利益は３億４千７百万円（前期比4.2％減）
となりました。

なお、期中９月に千葉県松戸市内に事業用地を取得し、賃貸を開始しております。

　(注)　営業利益は、各報告セグメント損益の合計額（37億６千４百万円）から全社費用（７億１百万円）
を控除しております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費（総務・経理等
管理部門に係る費用）であります。
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(2) 設備投資および資金調達の状況
当連結会計年度中における設備投資の総額は８億７千万円で、その主なものは道路関連事業

における作業用車両の購入、事業用建物および不動産事業における事業用地の取得等に係るも
のであります。

なお、これに要した資金は全て自己資金でまかなっております。

(3) 対処すべき課題
今後のわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあり、

景気は緩やかな回復が続くことが期待されます。ただし、通商問題の動向や海外経済の
不確実性、金融資本市場の変動の影響等により、先行きは依然として不透明な状況となっ
ております。

以下、セグメント別の対処すべき課題をご報告申しあげます。
【道路関連事業】

当社グループの主力事業である道路関連事業は、2020年東京オリンピック・パラリンピック
開催に向けたインフラ整備が最終段階を迎えておりますが、道路・橋梁等の既存構造物の
老朽化・長寿命化対策は今後も継続されることが予想され、また、2025年大阪万博開催
の決定を受け、当社グループの強みが活かせる事業の拡大も期待されます。

このような状況のなか、当社グループは、労働環境の整備に取り組むとともに、建設技
能者の確保・育成に努めてまいります。

事業面においては、従前よりの道路維持管理業務の受注継続に加え、各高速道路等で進め
られている大規模更新・修繕工事における施工協力や附帯する設計業務、交通規制業務
および道路清掃業務等の受注に向け、積極的な営業展開に努めてまいります。

【レジャー事業】
飲食事業は、食の安全・安心を第一とした衛生管理の徹底と、より一層の接客サービス

の向上を図り、来店者数の増加に努めてまいります。また、既存店舗の改装や店舗運営の
効率化を進め、収益増に努めるとともに、立地条件の良い新規店舗の出店を目指してまい
ります。物品販売では、高速道路売店・観光施設売店の顧客ニーズにあった商品提案を行い、
販路拡大に向け積極的な営業活動に努めてまいります。

マリーナ事業は、イベント開催等による顧客サービスの充実により、施設来場者の増加
を図り、既存マリーナの継続的な運営に努めるとともに、新規マリーナ運営の受託を目指
してまいります。

なお、映画興行は、『有楽町スバル座』が2019年10月をもって閉館し、興行事業を終了
することを決定しましたが、最終興行日までより良い作品の上映に努めてまいります。
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【不動産事業】
不動産事業は、所有物件の計画的な修繕を実施し、テナントニーズへの付加価値を高める

とともに、安定的な収益が望める新規物件の取得を目指してまいります。

セグメント別は以上となりますが、上記戦略に加え、適切な資本政策とコーポレート
ガバナンスの充実を図り、Ｍ＆Ａ等の投資可能性を追求しながら、収益基盤の多様化を
推進してまいります。

なお、2019年３月に発覚しました、当社子会社元役員による不正行為を真摯に受け止め、
当社グループ全体においてコンプライアンス教育を徹底するとともに、当社における子
会社管理体制の強化を図り、役職員一丸となって再発防止に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層の温かいご支援をたまわりますようお願い
申しあげます。

(4) 財産および損益の状況の推移

区 分 第 1 0 2 期
(2016年１月期)

第 1 0 3 期
(2017年１月期)

第 1 0 4 期
(2018年１月期)

第 1 0 5 期
(2019年１月期)

百万円 百万円 百万円 百万円
売 上 高 20,279 20,255 23,339 25,164

営 業 利 益 1,858 2,169 3,151 3,062

経 常 利 益 1,892 2,201 3,187 2,883

親会社株主に帰属する当期純利益 1,229 1,462 2,094 1,820
円 円 円 円

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 47.13 56.41 814.18 707.92
百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 21,889 22,535 25,754 26,830

純 資 産 18,250 19,314 21,097 22,234

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）により算出して
おります。

２．当社は、2017年８月１日付で普通株式10株を１株に株式併合しております。また、１株当たり
当期純利益につきましては、株式併合が第104期の期首に行われたと仮定して算出しております。
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(5) 重要な親会社および子会社の状況（2019年１月31日現在）
①　親会社の状況

１．親会社との関係
会 社 名 資 本 金 当社への出資比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

東 宝 株 式 会 社 10,355
52.22
(1.11)

映画の製作・配給および興行、演劇の製作
および興行、不動産の賃貸他

（注）親会社の当社への出資比率の（　）内は、間接所有分内数であります。

２．親会社等との間の取引に関する事項
ア．親会社との取引にあたり当社の利益を害さないように留意した事項

　当社は親会社へ資金の貸付を行っておりますが、当該取引をするにあたっては、少数
株主の保護のため取引条件が第三者との通常取引と著しく相違しないこと等に留意し、
公正かつ適正に決定しております。

イ．親会社との取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断および
その理由
　資金貸付は、利率・返済条件等について当社に不利でないことを、期中の取締役会で
再確認しております（ただし、親会社役員兼務取締役は決議に加わっておりません。）。

以上により、当社の利益を害するものでないと判断しております。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

ハイウエイ開発株式会社 100 100.00 道路の維持管理・補修工事、
有料道路等の売店運営業務の受託

株式会社東京ハイウエイ 86 100.00 道路の維持管理・補修工事、
有料道路等の売店運営業務の受託

株式会社アイ・エス・エス 10 100.00 橋梁・構造物等の設計業務

（注）当連結会計年度末日における連結子会社数は、上記会社を含め12社となっております。
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(６) 主要な事業内容（2019年１月31日現在）
事 業 区 分 主 要 な 事 業

道 路 関 連 事 業 道路および道路附帯設備の維持・清掃・補修工事の請負、有料道路等の
売店運営業務の受託、橋梁・構造物等の設計業務、太陽光発電事業

レ ジ ャ ー 事 業 映画興行、飲食・物販等の事業、マリーナの運営事業
不 動 産 事 業 不動産賃貸業

(7) 主要な事業所および施設（2019年１月31日現在）
①　当社

名 称 事 業 所 数 所 在 地
本 社 1 東京都
関 西 支 社 1 大阪府
東 北 支 店 1 宮城県
名 古 屋 支 店 1 愛知県

道 路 作 業 基 地 14 青森県、秋田県、宮城県、東京都６カ所、愛知県、
大阪府、兵庫県３カ所

太 陽 光 発 電 所 3 兵庫県３カ所
映 画 館 1 東京都
飲 食 店 ・ 喫 茶 店 9 東京都７カ所、神奈川県、埼玉県
物 品 販 売 事 業 所 3 東京都、神奈川県、埼玉県
マ リ ー ナ 2 東京都、千葉県
賃 貸 ビ ル ･ 倉 庫 ･ 土 地 7 東京都４カ所、千葉県２カ所、大阪府
駐 車 場 3 岩手県、千葉県２カ所

②　子会社
名 称 所 在 地

ハ イ ウ エ イ 開 発 株 式 会 社 本社（東京都)、支店（大阪府）、事業所６カ所（東京都他）
株 式 会 社 東 京 ハ イ ウ エ イ 本社（東京都)、事業所８カ所（静岡県他）
株式会社アイ・エス・エス 本社（東京都)、支社３カ所（広島県他）、支店３カ所（愛知県他）
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(8) 従業員の状況（2019年１月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

事 　 業 　 部 　 門 従　業　員　数
道 路 関 連 事 業 482名 （ 232名 ）
レ ジ ャ ー 事 業 49名 （ 120名 ）
不 動 産 事 業 6名 （ 　3名 ）
全 社 （ 共 通 ） 18名 （ － 名 ）
合 　 　 計 555名 （ 355名 ）
前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 ＋12名 （△64名 ）

（注）1. 従業員数は、就業人員であります。
2. 従業員数には、嘱託97名を含みます。
3. 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均人員であります。

②　当社の従業員の状況
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

219名 （18名） ＋16名 （△4名） 45.1才 13.8年
（注）1. 従業員数は、嘱託51名、受入出向者61名を含みます。

ただし、平均年齢、平均勤続年数には嘱託を含みません。
2. 従業員数には、出向者29名を含みません。
3. 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均人員であります。

(9) 主要な借入先（2019年１月31日現在）
該当する事項はありません。
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Ⅱ.　 会社の状況に関する事項
(1) 会社の株式に関する事項（2019年１月31日現在）

①　発行可能株式総数 4,000,000株
②　発行済株式の総数 2,662,000株
③　株主数 4,226名
④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

東 宝 株 式 会 社 1,360 52.93
M L I  F O R  C L I E N T  G E N E R A L  O M N I  N O N  
COLLATERAL NON TREATY-PB 84 3.27

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 63 2.47
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 (信 託 口 ) 32 1.27
ROYAL BANK OF CANADA (CHANNEL ISLANDS)
LIMITED - REGISTERED CUSTODY 28 1.08

G O L D M A N ， S A C H S &  C O . R E G 27 1.08
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口５) 25 0.97
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 21 0.85
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口１) 20 0.77
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口２) 19 0.74
（注）１．当社は、自己株式91,314株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は自己株式を控除し、小数点第２位未満を切り捨てて表示しております。

(2) 会社の新株予約権等に関する事項
該当する事項はありません。
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(3) 会社役員に関する事項
①　取締役の状況（2019年１月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 会 長 小 林 憲 治
代 表 取 締 役 社 長 永 田 泉 治

専 務 取 締 役 松 丸 光 成 管理本部長兼レジャー事業本部長兼同本部興行部長
兼不動産経営担当

常 務 取 締 役 佐 波 宏 夫 管理本部経理担当
常 務 取 締 役 堀 内 信 之 関西支社長兼同支社総務部長兼同支社管理部長
取 締 役 今 沢 宏 之 道路関連事業本部長兼同本部管理部長
取 締 役 岡 部 一 朗 道路関連事業本部東北支店長
取 締 役 竹 島 美 喜 管理本部総務部長

取 締 役 太 古 伸 幸 東宝株式会社 専務取締役
オーエス株式会社 社外取締役(監査等委員)

取 締 役 石 塚 　 泰 東宝株式会社 取締役
取 締 役 宮 家 邦 彦
取締役(常勤監査等委員) 遠 藤 信 英 監査等委員会委員長
取締役(常勤監査等委員) 鈴 木 誠 之

取締役(監査等委員) 野 元 三 夏 弁護士
東京製鐵株式会社 社外取締役(監査等委員)

（注）１．取締役宮家邦彦氏ならびに取締役(常勤監査等委員)遠藤信英氏および取締役(監査等委員)
野元三夏氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．当社は、取締役宮家邦彦氏ならびに取締役(常勤監査等委員)遠藤信英氏および取締役(監査等
委員)野元三夏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ており
ます。

３．取締役(常勤監査等委員)遠藤信英氏は、他社の取締役経理担当兼経理部長の経歴があり、財務
および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、遠藤信英氏
および鈴木誠之氏を常勤の監査等委員として選定しております。

５．当事業年度中の重要な兼職の異動について
取締役太古伸幸氏は、2018年４月26日付でオーエス株式会社の社外取締役(監査等委員)

に就任いたしました。
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６．当事業年度中の取締役の地位、担当の異動（2018年4月26日付）
氏 名 異　　動　　前 異　　動　　後
小 林 憲 治 代表取締役社長 代表取締役会長

永 田 泉 治 常務取締役
道路関連事業本部長兼同本部管理部長 代表取締役社長

松 丸 光 成
代表取締役専務取締役
管理本部長兼レジャー事業本部長兼
同本部興行部長兼不動産経営担当

専務取締役
管理本部長兼レジャー事業本部長兼
同本部興行部長兼不動産経営担当

堀 内 信 之
取締役
関西支社長兼同支社総務部長兼
同支社管理部長

常務取締役
関西支社長兼同支社総務部長兼
同支社管理部長

今 沢 宏 之 取締役
関西支社技術部長

取締役
道路関連事業本部長兼同本部管理部長

②　責任限定契約の内容の概要
　当社は、鈴木誠之氏を除く各取締役(業務執行取締役であるものを除く。)との間で、会社法
第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結
しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

③　取締役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 数 報 酬 等 の 総 額

名 百万円
取締役（監査等委員である取締役を除く。）

（ う ち 社 外 取 締 役 ）
11

（   1 ）
173

（   4 ）
名 百万円

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

3
（   2 ）

35
（  21 ）

名 百万円

合 計 14
（   3 ）

208
（  25 ）

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。
２．取締役の報酬は、2017年４月27日開催の第103回定時株主総会において、取締役（監査等

委員である取締役を除く。）について年額２億円以内（うち、社外取締役１千万円以内）、
取締役（監査等委員）について年額５千万円以内と決議いただいております。

３．当事業年度において、社外取締役が当社の親会社または当社を除く親会社の子会社から受けた
役員報酬等はありません。
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④　社外役員に関する事項
地 位 氏 名 重要な兼職の状況 主 な 活 動 状 況

社外取締役 宮 家 邦 彦 該当なし

当事業年度に開催された取締役会11回のうち
10回に出席し、幅広い活動による高い見識と
豊富な経験に基づき、必要に応じて意見を述べ
るとともに、取締役会の意思決定の妥当性、
適正性を確保するため、適宜発言を行っており
ます。

社外取締役
監査等委員 遠 藤 信 英 該当なし

当事業年度に開催された取締役会11回、監査
等委員会13回のうちその全てに出席し、財務
および会計業務の専門家として会社経営に関
与された経験に基づき、常勤監査等委員として
業務監査の観点から、必要に応じ、適宜発言を
行っております。

社外取締役
監査等委員 野 元 三 夏

弁護士
東京製鐵株式会社
社外取締役(監査等委員)

当事業年度に開催された取締役会11回、監査
等委員会13回のうちその全てに出席し、弁護
士としての専門的な知識や経験に基づき、必要
に応じ、適宜発言を行っております。

（注）１．上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第28条の規定に基づき、
取締役会決議があったとみなす書面決議が１回ありました。

２．野元三夏氏の重要な兼職先であります東京製鐵株式会社と当社の間には、特別の関係はあり
ません。
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《ご参考》

社外取締役の独立性判断基準

当社は、社外取締役が以下の基準のいずれかに当てはまる場合には、独立性を有しないと判断し
ます。
１．当社およびその子会社（以下「当社グループ」という。）を主要な取引先とする者（注１）

またはその業務執行者
２．当社グループの主要な取引先（注２）またはその業務執行者
３．当社からの役員報酬以外に当社グループから多額の金銭その他の財産（注３）を得ている

コンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体であ
る場合は、当該団体に所属する者）

４．当社の主要株主（注４）（当該株主が法人である場合はその業務執行者）
５．最近１年において次の⑴～⑶のいずれかに該当していた者

⑴　前１．～４．のいずれかに該当する者
⑵　当社の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
⑶　当社の兄弟会社の業務執行者

６．前１．～５．に該当する者および当社グループの業務執行者の二親等以内の親族

(注１) 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に
基づく当社グループからの年間支払額がその連結売上高の２％を超える者をいう。

(注２) 「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づく
当社グループへの年間支払額が当社の連結売上高の２％を超える者をいう。

(注３) 「多額の金銭その他の財産」とは、定常的な報酬が過去３年間の平均で年間1,000万円を超える場合をいう。
(注４) 「主要株主」とは、直接または間接に当社総議決権の10％以上を有する者をいう。
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(4) 会計監査人の状況
①　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額
区 分 支 払 額

百万円

ア．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 36
百万円

イ．当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 36
（注）１．当社監査等委員会は、会計監査人の前事業年度監査について提出された監査計画と実績の

比較、ならびに当事業年度について提出された監査計画の適否と、これに対応する報酬等
の額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項
の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融
商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できない
ため、上記ア．の金額にはこれらの合計額を記載しております。

③　非監査業務の内容
　該当する事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社監査等委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合、
会計監査人としてふさわしくない非行があったと認められる場合、その他その職務を継続
することが相当でないと認められる場合には会計監査人を解任し、または再任しない方針
です。

（注） 本事業報告中の記載金額および株式数は、注記した事項を除き表示単位未満を切り捨て、
比率については、表示単位未満を四捨五入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2019年１月31日現在)

科 目 金 額 科 目 金 額
(資　産　の　部) 千円 (負　債　の　部) 千円

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
た な 卸 資 産
繰 延 税 金 資 産
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
保 険 積 立 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

15,028,362
7,419,797
5,195,817
1,070,152

93,600
1,200,000

101,024
△52,029

11,802,261
9,022,838
2,560,110
1,558,861
4,745,096

7,907
150,862
693,890
627,761
66,128

2,085,532
299,610
57,466

850,740
742,307
368,501

△233,094

流 動 負 債 3,492,564
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,774,315
リ ー ス 債 務 5,652
未 払 法 人 税 等 554,699
賞 与 引 当 金 99,873
役 員 賞 与 引 当 金 28,760
そ の 他 1,029,263

固 定 負 債 1,103,332
リ ー ス 債 務 13,764
繰 延 税 金 負 債 28,155
退 職 給 付 に 係 る 負 債 271,346
資 産 除 去 債 務 261,954
そ の 他 528,111

負 債 合 計 4,595,896
(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 22,142,965
資 本 金 1,331,000
資 本 剰 余 金 1,273,811
利 益 剰 余 金 19,881,673
自 己 株 式 △343,519

その他の包括利益累計額 5,350
その他有価証券評価差額金 5,350

非 支 配 株 主 持 分 86,410
純 資 産 合 計 22,234,726

資 産 合 計 26,830,623 負 債 純 資 産 合 計 26,830,623
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2018年 2 月 1 日から)2019年 1 月31日まで

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 25,164,357
営 業 費 用 20,292,321

売 上 総 利 益 4,872,036
一 般 管 理 費 1,809,138

営 業 利 益 3,062,897
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 9,557
そ の 他 34,585 44,142

営 業 外 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 217,020
そ の 他 6,648 223,669
経 常 利 益 2,883,371

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 2,752
投 資 有 価 証 券 売 却 益 47,863
保 険 解 約 返 戻 金 21,342 71,958

特 別 損 失
減 損 損 失 15,528
固 定 資 産 処 分 損 15,473 31,001
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,924,328
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,084,440
法 人 税 等 調 整 額 △10,961 1,073,478
当 期 純 利 益 1,850,850
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 30,700
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,820,150

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(2019年１月31日現在)

科 目 金 額 科 目 金 額
(資　産　の　部) 千円 (負　債　の　部) 千円

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 成 工 事 支 出 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
船 舶
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

10,089,078
4,586,067

26,954
3,373,614

33,369
55,133

849,044
74,240
48,958

1,060,000
27,862

△46,166
11,313,084
7,954,073
2,107,292

49,996
1,057,360

7,058
346,110
84,579

4,297,707
3,968

233,683
194,037
29,346
10,300

3,125,327
247,755

1,756,470
67,149
8,162
3,751

677,800
380,210

△15,973

流 動 負 債 2,425,955
買 掛 金 1,294,873
リ ー ス 債 務 2,338
未 払 金 245,798
未 払 費 用 77,935
未 払 法 人 税 等 337,303
前 受 金 374,759
預 り 金 23,782
賞 与 引 当 金 47,000
預 り 保 証 金 22,163

固 定 負 債 624,656
リ ー ス 債 務 1,946
長 期 未 払 金 29,227
長 期 預 り 保 証 金 238,272
退 職 給 付 引 当 金 100,519
資 産 除 去 債 務 254,690

負 債 合 計 3,050,612
(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 18,346,200
資 本 金 1,331,000
資 本 剰 余 金 1,057,028

資 本 準 備 金 1,057,028
利 益 剰 余 金 16,301,691

利 益 準 備 金 332,750
そ の 他 利 益 剰 余 金 15,968,941

固定資産圧縮積立金 278,933
別 途 積 立 金 4,415,500
繰 越 利 益 剰 余 金 11,274,507

自 己 株 式 △343,519
評 価 ･ 換 算 差 額 等 5,350

その他有価証券評価差額金 5,350
純 資 産 合 計 18,351,550

資 産 合 計 21,402,163 負 債 純 資 産 合 計 21,402,163
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2018年 2 月 1 日から)2019年 1 月31日まで

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 16,173,356

営 業 費 用 12,866,481

売 上 総 利 益 3,306,875

一 般 管 理 費 1,133,426

営 業 利 益 2,173,448

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 33,470

そ の 他 23,917 57,387

営 業 外 費 用 2,247

経 常 利 益 2,228,588

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2,752

保 険 解 約 返 戻 金 19,190 21,943

特 別 損 失

減 損 損 失 15,528

固 定 資 産 処 分 損 15,473 31,001

税 引 前 当 期 純 利 益 2,219,531

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 710,000

法 人 税 等 調 整 額 △149 709,850

当 期 純 利 益 1,509,681
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2019年４月17日

ス バ ル 興 業 株 式 会 社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 島 繁 雄 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 瀬 　 剛 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、スバル興業株式会社の2018年２月１日から2019年
１月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作
成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、スバル興業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2019年４月17日

ス バ ル 興 業 株 式 会 社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 島 繁 雄 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 瀬 　 剛 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、スバル興業株式会社の2018年２月１日から
2019年１月31日までの第105期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその
附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準
に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めて
いる。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2018年2月1日から2019年1月31日までの第105期事業年度における
取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告
いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締
役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査方針、職務の分担等に
従い、会社の内部統制部門等と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等か
らその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号
ロの判断及びその理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、そ
の内容について検討を加えました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。
なお、事業報告に記載されている当社子会社元役員による不正行為について、会社は
再発防止のためにコンプライアンス教育の徹底及び子会社管理体制の強化を行うこ
ととしております。監査等委員会としてはこの点も含め、当該内部統制の整備・運用
状況の監視・検証に注力してまいります。上記を除いては、内部統制システムに関す
る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について、指摘すべき事項は認められ
ません。

④　事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社
の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうか
についての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年４月19日
スバル興業株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 遠 藤 信 英 ㊞

常勤監査等委員 鈴 木 誠 之 ㊞

監 査 等 委 員 野 元 三 夏 ㊞

（注）監査等委員遠藤信英及び野元三夏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取
締役であります。

以　上

─ 24 ─

監査役会の監査報告



2019/04/30 10:28:52 / 19528381_スバル興業株式会社_招集通知（Ｃ）

メ　　モ

メモ1



2019/04/30 10:28:52 / 19528381_スバル興業株式会社_招集通知（Ｃ）

メ　　モ

メモ2



2019/04/30 10:28:52 / 19528381_スバル興業株式会社_招集通知（Ｃ）

株主総会継続会会場ご案内図

ザ
・
ペ
ニ
ン
シ
ュ
ラ

東
京 蚕糸

会館

DNタワー 21
（第一・農中ビル）

有楽町ビル

有楽町
　電気ビル

新
有
楽
町

　
　
　
ビ
ル

ビック
カメラ

有
楽

町
駅

有楽町
イトシア 東京

 交通会館
至東京

至新橋

有楽町
センタービル
（マリオン）

会場　東京都千代田区有楽町一丁目10番１号

有楽町ビル２階　有楽町スバル座

スバル興業株式会社
Tel（03）3213－2861（代)

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地図


